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民 民 

民 民 

 

 

 幹事園 

ネットワーク 

 

第７回在り方検討委員会に向けた意見聴取まとめ 

 

１「資料４８答申の構成案（たたき台）」全体に対する追加・修正ついてのご意見 

【渡邊副委員長】 

「税の公平配分」と「公立保育園への重点投資」の対立に加え、「公民の保育圏」の対立も顕在化してし

まいました。公私ともに園関係者は限られた予算の中で「子どもが好きである」という一点において「子

どもの最善の利益」を追求してきました。この対立の背景には、公立と民間保育園関係者の認識の違いが

あります。この違いは主に情報共有の不足から生じています。情報共有の対応は次の設問で指摘します。

公私ともに優れた実績を上げてきた点を正しく評価し、その内容を 1 章（1）でしっかり示すべきです。 

また３章②において「グレーゾーン」という表現は避けるべきです。グレーは日本語では灰色ですが「色」

という特色を持たない光の暗さです。また文化的には黒は闇を意味し白は光を意味しそれぞれ意味づけ

されています。「色」はシャープなスペクトルを持ちます。すなわち特徴があるのです。「難度の高い保育」

の対象児は決して灰色でなく、ある分野でシャープな強さを持っている可能性があります（なくてもある

と信じるべきです）。他の子どもと違い普通の意味で対応が難しいという意味ではなく、彼らの隠された

能力を引きだすということが難しいと捉える、このような側面を一委員として強く主張します。 

 

【水津委員】 

今までの議論をわかりやすく記載していただければと思います 

 

【八木委員】 

・「はじめに」から２まではコンパクトにまとめたほうがいいと思います。 

・１に関して。特徴、特色と特性、特質は意味がちがうと思います。できれば混乱しないように統一した

観点からまとめるといいと思います。 

・３に関しては図などを取り入れてわかりやすい様式で述べるはどうでしょうか？ 

          

 

 

（こんなイメージ） 

 

 

【大前委員】 

・【役割の整理】の緊急時に地域の子どもと保育を守る役割の中のセーフティーネットとしての実施内容

として「障害児保育」「保育の質の標準化」を追加。難易度の高い保育を実践する上で、その役割・機能

を保証することが行政として大前提である。 

 

・5 つ目の役割・機能として「地域の保育関連施設・機関との連携の幹事園・実施モデル園としての機能」

を追加する。行政の役割として①公民人材交流・育成、②幼保小連携、③巡回支援・相談、④医療的ケア

児連絡調整、⑤インクルーシブ保育、⑥先進的保育・教育事業（大学連携）、⑦全体の連携システムの構
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築・理論化 

 

・これまで、公立保育園の役割と課題を議論してきたうえで、改めて「市立保育園に期待される役割の実

現に向けた課題」について再定義するべきではないか。 

 5 つの課題ありきで議論を進めるべきではなく、「新たな保育業務の総合的な見直し方針」における「５

つの課題」①園舎老朽化への対応、②保育定員の適正化、③保育サービス拡充に向けた予算と人員の確

保、④公立保育園の公費負担、⑤自治体経営の観点（市立保育園５園維持の困難）を参考とするべきでは

なく、議論に追加希望する。 

5つの課題を議論するというのであれば、園舎老朽化に対して公共施設個別施設計画にどの程度踏み込ま

れて予算が割かれているのかや、保育サービスの拡充に向けた予算と人員の確保に向けて行ってきた取

り組み内容・結果、自治体経営の観点として、市の財政をどの程度圧迫していて、廃園することによって、

どこに予算が割かれて市全体に有益なことが起きるのかを、委員に詳細に説明する必要がある。説明なく

して、老朽化や財政についてどう解釈していいのか判断できない。 

 

・付随内容として、さくら保育園の原告の方が、市長・部長と 1月中旬に面談時、募集再開について要望

を伝えたが、「決して、1 人で卒園するのがいいとは思っていないが、募集人数については、在り方検討

委員会の結果をもって一緒に人数を検討して再開する」と返答があったと説明されている。検討委員会の

諮問内容に含まれていないとされているが含まないともされておらず、明記されていないのが正しい解

釈ではないか。現状、市が委員会の結果を考慮するとしているならば、中長期の検討とは別に募集を再開

することが必要ではないか。廃園が決定した園で、募集再開をしたところで入園希望者は来るのであろう

か。中長期のあり方とは別に、募集再開について議題に追加を希望する。 

 

２ 「資料４８ 答申の構成案（たたき台）」中、「４ 市立保育園の役割を実現するための課題」、「５ 

市立保育園の在り方～課題への対応策」に盛り込みたい内容 

【渡邊副委員長】 

課題 1：小金井市の保育理念の構築 

小金井市では、「税の公平配分」と「公立保育園への重点投資」をめぐる対立が続いており、「入所する子

どもの最善の利益」に関する包括的な議論が不足してきました。これまでの議論を踏まえ、すべての子ど

もとその家庭に最善の利益をもたらす将来像を、心身の状態や通園先を問わず明確にする必要がありま

す。 

課題 2：柔軟な発想と組織運営 

対立を背景に、市は保育業務見直しの中で「5つの課題」を設定しました。特に園児減少と人員確保の課

題は深刻で、柔軟な発想が求められます。また、保育政策と基本計画の諸関連施策を横断的につなぐこと

も重要な課題です。 

対応策 1：「小金井市 心つながる保育圏」の実現 

「モノからヒト」、「箱ものからサービス」を基本に、園同士や教育機関、行政が情報ネットワークでつな

がる仕組みを構築します。AI を活用し、不信感や不合理性の解消を図ると同時に、地域活動拠点を設け

て肌感覚のつながりも重視します。 
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対応策 2：制約条件下での最適解の追求 

「入所する子どもの最善の利益」を目的に、5つの課題を制約条件として柔軟に対応します。過去の対立

を越え、制約条件の一部を緩和することで、より良い解決策を見出します。また、縦割り行政を改革し、

横断的な連携を進めて可能性を広げる必要があります。 

 

【水津委員】 

先日の会議で「夢のある内容に」といいましたが、「小金井市の保育ビジョン」が問われているのだと

思います。小金井市では子どもの権利に基づいて、だれもが安心して保育園に通えることを目標にし、そ

のために民間保育園のネットワークを作ることを公立園（行政）の役割であることを明記してほしいと思

っています。小金井市は保育運営のほとんどを民間園にゆだねることにした責任をもって、民間保育園が

円滑に運営できるよう最大限の努力が必要です。特別な配慮が必要な子の受け入れの拡充はもとより、そ

のほか民間では受け入れにくい場合の対応、小金井市の保育の質の向上、不測の事態への迅速な対応など

より具体的な方針を明記する必要があると思います。 

そのために中核となる市立園は通常の保育運営以外の人員が必要であること、小金井市全体の保育需要

の体制は充足していること、現存の市立保育園の改修にかかる財政を人員、体制の確保に移行することが

必要だと思います。 

いずれにしても、市立保育園の役割を整備することで具体的な運営方法が見えてくるのではないでしょ

うか？ 

まとまった意見にならず申し訳ありません 

 

【八木委員】 

４，５に関して 

・３の市立保育園の役割を考えた時、５園すべての存続とは直結しないように感じてい 

ます。役割に特化した運営に着目するのなら、スクラップ＆ビルド の考えは必要では 

ないでしょうか？  

その際には PPP や PFI も視野の隅に入れることが出来ないでしょうか？ 

（まだ時期尚早な気もしています。） 

しっかりまとまっていなくてすみません 

 

【大前委員】 

<小金井市立保育園の役割と課題、在り方について> 

1. 市立保育園の役割 

小金井市立保育園は、地域における「保育の質の維持・向上」と「セーフティネット機能」を果たす重要

な存在です。具体的な役割は以下の 4点に整理されます 

 

1)地域の連携、保育の質の維持・向上を促す役割 

〇公立園は、地域の保育施設全体の質の向上を担う「モデル園」として存在し、民間施設 との交流や指

導を通じて、保育全体の底上げを図ります。難度の高い保育を率先して担 う役割 

２）難度の高い保育を率先して担う役割 
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〇医療的ケア児や障害児、生活課題を抱える家庭などの支援を実施し、民間園では対応が 難しいケース

の受け皿として機能します。 

 在宅子育て家庭を支援する役割 

３）在宅子育て家庭を支援する役割 

〇保育の専門性を活かし、在宅育児支援や一時保育を提供し、地域の子育てを包括的に支 えます。 

４）緊急時における地域の保育を守る役割 

〇災害時や民間園の一時的な閉園時に、最終的なセーフティネットとしての受け皿とな  り、地域全体

の安心を確保します。 

５）行政としての役割「地域の保育関連施設・機関との連携役割と、幹事園・実践モデル園としての役割」 

〇公民人材交流・育成、幼保小連携、巡回相談・支援、医療的ケア児連絡調整、インクルーシブ保育、先

進的保育・教育事業（大学連携）、全体の連携システム等の構築・理論化 

 

2. 市立保育園の課題と対応策 

「新たな保育業務の総合的な見直し方針」における 5つの課題 

１）園舎老朽化への対応 

〇5 園全てが老朽化しているが、耐震補強などにより長寿命化が可能。適切な維持管理を進 めることで

財政的負担を平準化できる。 

２）保育定員の適正化 

〇現状、公立園の定員 510 人に対し、民間園の定員 3,339 人と民間依存が高いが、障害児や 医療的ケ

ア児の受け入れなどを考慮すると、一定数の公立園の維持が必要。 

３）保育サービス拡充に向けた予算と人員確保 

〇保育士確保と専門的なケア提供を強化し、行政による支援を充実させることで、市民  ニーズに対

応。 

４）公立保育園の公費負担 

〇廃園による大幅な財政削減は見込めず、むしろ公立園の存続により、将来的な福祉コス ト削減に寄

与。 

５）自治体経営の観点（市立保育園 5園維持の困難） 

〇財政制約の中で、民間園との連携や公立園の適正な配置による効率的運営が必要。 

 

3. 小金井市に必要な公立園数と定員数の算出 

市の人口動態および保育需要を考慮した結果、以下の算出式に基づいて公立園の必要数を評価しまし 

1） 基本需要の算出 

①ベース需要計算 

年間保育需要数 = 年間出生数(900人) × 6 年分 × 平均内定率(92.7%)  

= 900 × 6 × 0.927 

= 5,005 人 

②年齢別調整 

・0 歳：85.4% 

・1-4歳：段階的に上昇 
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・5 歳：100% 

2） 特別支援枠の必要数 

①医療的ケア児 

必要受入数 = 全体定員(3,849人) × 医療的ケア児発生率(0.8%)  

= 31人 

公立園必要数（医療的ケア児） 

公立園必要定員 = 医療的ケア児数(31人) × 公立分担率(45%) 

= 14人 

3） 最適な公立保育園数 

（基本定員数） 

必要定員数 = 全体定員(3,849人) × 適正公立比率(15%) 

= 577人 

（特別支援加算） 

総必要定員 = 基本定員(577人) + 医療的ケア児枠(14人) 

= 591人 

（必要園数） 

必要園数 = 総必要定員(591人) ÷ 1 園あたり適正定員(110-120人) 

= 5.37 園 

→ 6園が適正 

4）地域別配置の考慮 

（配置基準） 

1. 医療的ケア児アクセス 

2. 新規マンション開発（898 戸）対応 

3. 地域バランス 

5）提言：最適規模 

（公立保育園） 

・必要園数：6園 

・総定員：600人程度 

・1 園あたり：100-110人 

（配置計画） 

1. 既存 5園の維持 

2. 新規マンション開発地域に 1園増設 

 

4. 市立保育園の今後の在り方 

① 公立園の存続と機能強化 

公立園は、民間園との役割分担を明確にし、特に医療的ケア児、障害児対応、災害時対応など、民間が担

いにくい分野を強化。 

② 民間園との連携強化 

公立園が専門的指導やコーディネーション機能を担い、民間園の質向上を図る。 
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③ 持続可能な財政運営 

長寿命化改修の計画的実施により、財政負担の平準化と公共施設の適正配置を進める。 

________________________________________ 

まとめ：財政問題より優先すべき事項 

公立保育園は、民間園では対応が難しい保育ニーズに応える重要な役割を果たしており、短期的な財政削

減のみを理由とした廃園は、長期的な市民サービス低下や社会的コスト増加を招く恐れがあります。むし

ろ、公立園を維持し、効率的な運営を図ることで、小金井市の持続可能な子育て支援環境を構築すべきで

す。 
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３ その他 

【田中委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6回の委員会を受けて、資料 47にあります 4つの機能を軸に、公立保育園及び保育行政の役割をモ

デル化してみました。 

【モデル全体の流れ】 

中心に保育行政（こども家庭部）、周囲に 5園を円環状に位置づけ、①地域の連携、保育の質の維持・

向上を促す役割、②難度の高い保育を率先して担う役割、③公立保育園の機能を活かして在宅子育て家庭

を支援する役割、④緊急時に地域の子どもと保育を守る役割、を位置づけています。特に、①、②の役割

は「（小金井市全体の）保育実践に資する機能」を持ち、③、④の役割は「住民生活全体に資する機能」

を持つと解釈し、上段・下段に分けて記載しました。 

 

【各役割についての説明】 

●（小金井市全体の）保育実践に資する機能 

 公立保育園はこれまでも、②難度の高い保育を率先して担ってきましたし、今後もそうした役割が期待

されます（もちろん、民間園でも多様なニーズをもつ子どもの受入や、家庭への支援は行われてきました

ので、そのことが分かるように、②の領域に「民間園」も加えています）。そうした中で、公立保育園が

「公民連携研修事業」「巡回支援事業」を通して、公民の保育者のスキルアップを図ることで、公民共に、

安心して多様なニーズのある子どもや家庭を支援することが出来るよう、地域の連携、保育の質の維持・

向上を促す役割を担うものと考えます。 

 また、地域の高等教育機関との連携をはかることで、小金井市で取り組まれている貴重な実践を理論化

していくことが可能になると考えます。また、こうした実績を広く公表していくことは、小金井市全体の

魅力の創出にもつながると考えます。 
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●住民生活全体に資する機能 

 子育て支援センター併設の可能性を含めて、公立保育園の機能を活かした在宅子育て家庭の支援が求

められます。保育園には保育士だけでなく、看護師や栄養士といった多様な専門職の知識が蓄積されてお

り、公立保育園がそうした役割を担うことは、住民生活全体に資するものといえます。また、公立保育園

には、緊急時に地域の子どもと保育を守る役割が期待されます。これは小金井市に住む子どもだけでな

く、災害時には首都圏の各自治体が協力して保育や子育てを支えていく必要があります。こうした点につ

いては、防災担当部署との協力の下で、準備が必要となるでしょう。 

●小金井市の「子育て力」の発信に向けて 

公立保育園の課題からは少し外れてしまいますが、保育行政の役割として、小金井市の「子育て力」の

発信、その延長に「公立・民間保育士の確保」「少子化対策」を位置づけています。この点については、

前回の追加意見（資料 46の田中提案 3）を位置づけた内容となります。 

 

【尾高委員】 

公立保育園の在り方について皆様の多種多様な意見を聞かせていただいた上で、いくつかの私個人の

意見、提案をさせて頂きたくメールいたしました。 

まず、医療ケア児について細かく資料、意見が出ておりますが、小金井市では現在『医療的ケア児コーデ

ィネーター』を軸に連携が始まっております。 

そこから見えるのは今、必要とされているのは医療ケア児に対する『専門家、専門士（看護師など）』で

あり、一般保育士の負担を減らし、長く健康に勤務して貰う事だと思われます。また医療的ケア児を受け

入れるにはバリアフリーなどの課題も多く、公立、自治体のみで解決は難しいと考えます。 

これに関係して公立保育園を福祉避難所にする案も出ておりますが、現在、公立保育園は老朽化もあり、

決して福祉避難所に適した施設ばかりとは言えないのが現状です。 

また、発災時が平日昼間の場合、公民関係なく、その場で待機が原則であり、民間施設で安全を確保出来

るならば、まずは行政が各保育園と情報共有出来るシステム構築が最優先だと考えます。 

そこから考えるに 

医療ケア児、災害時対応に関して公立だけを基幹園とするのは無理があると思われます。 

やはり、公立保育園の在り方を考えるに、児童の安全確保の為の民間との連携促進、情報共有、地域、行

政との連携は必須であり、5つの課題から見る施設の段階的縮小の後を見通し、保育士の確保、職場環境

改善、こども家庭庁（国）の動向をいち早く正確に反映する事が今、公立保育園が求められている事だと

考えています。 

公立保育園の在り方に求められる事 

① 児童保護者の安全確保 

②率先した職場環境改善 

③保育士の負担軽減 

④公民官の連携、情報共有としての基幹園 

☆小金井市の保育園で働きたい！子どもを預けたい！と思える環境作り☆ 

が公立保育園の在り方だと考え稚拙ながら文章化させて頂きました。 

検討材料の一端になれば幸いです。 
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【普光院委員長】 

答申「１ 小金井市における保育等の現状」の⑴素材提供 

 

答申内容を検討するにあたり、答申を受ける市自身が保育施策に対する決意を固めていただく必要、議会

等関係者の方々に小金井市の保育施策の現状について正しく理解していただく必要を感じている。 

そこで、「１ 小金井市における保育等の現状」の⑴において、小金井市の保育の現在位置をデータで示

し、保育施策・子育て支援策にさらなる注力が必要であることを明確にし、後の部分につなげられるとよ

いと考える。 

たとえば、以下のような内容も素材として提供したい。 

 

「100都市保育力充実度チェック 2024年度版」＊データで見る小金井市の保育の客観的状況について 

＊首都圏および政令市 100市区を対象に調査。都下は 26 市中 22市を対象としている。 

 

① 入園決定率（新規入園者数÷新規入園申込者数） 

小金井市 87.1% 

都下 22市平均 78.8% 

94 市区平均* 79.1% 

 *有効回答市区 

 

② 公立保育園設置率（全認可保育所数に占める公設公営園の割合） 

小金井市 11.4% 

都下 22市平均 12.4% 

100 市区平均 16.6% 

 

③ 公立保育園の民営化 

小金井市  実施していない 

100 市区 79市区が実施 

 

④ 園庭保有率（全認可保育所のうち敷地内に基準を満たす園庭を保有している園の割合） 

小金井市 38.6% 

都下 22市平均 78.5% 

100 市区平均 70.0% 

 

⑤ 保育士配置基準で 1歳児を 5対１としている（国基準は 6対１） 

小金井市 公立と昔からある民間園のみ実施、新規の民間園は国基準 

都下 22市 公民全園実施は 16市、公立のみは４市区、全園国基準は 2市 

100 市区 公民全園実施は 56市区、公立のみは 28市区、全園国基準は 16 市区 
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このほか、都下 22市では、障害児加配など子どもの人数との比率によらない部分での保育士配置に東京

都旧基準を基本とした上乗せを行なっている自治体が多いが、小金井市は国基準である。 

 

⑥ 障害児保育の実施率（全認可保育所のうち障害児受入可能な園の割合） 

小金井市* 79.5% 

都下 22市平均 96.7% 

100 市区平均 94.9% 

*公立 100％、民間 68.2％ 

 

 

⑦ 延長保育実施率、平均実施時間（未実施園を０分とした平均） 

 実施率 平均実施分数 

小金井市 100.0%  86.5分 

都下 22市平均 93.4% 79.0分 

100 市区平均 93.9% 78.6分 

 

⑧ 1歳児保育料（総務省「令和 4年度家計年報」から設定した中間的世帯収入で回答） 

小金井市 18,800円 

都下 22市平均 25,514円 

91 市区平均* 31,876円 

*回答指標が異なる９市を除外。 

 

 

これらのデータから小金井市の保育の現状として述べられること 

・待機児童対策に注力し、高い入園決定率を実現した。 

・延長保育の実施率や実施時間も平均を上回っており、利便性の高い保育を実現できている。 

・保育料は、非常に安く保っている。 

・2004 年に公立保育所の運営費が一般財源化された後も民営化することなく、公立保育園５園を維持し

てきた。 

・しかし、民間保育所の整備量が多かったため、全認可保育所に占める公立保育所の割合は、平均を下回

っている。 

・待機児童対策を急ぎ、民間保育所の整備において園庭（屋外遊技場）を求めなかったため、全認可保育

所に占める園庭保有園の割合が、平均を大きく下回っている。 

・保育士配置については、都下の多くの市が旧東京都基準で上乗せ配置（障害児保育など）を行なってい

るが、小金井市は国基準の配置になっており、1歳児 5対１での配置も公立と一部の民間園に留まってい

る。 

 

 



  

11 

【古山委員】 
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